
特
集　
農
食
連
携
は
何
を
変
え
る
か　

食
料
シ
ス
テ
ム
法
で
築
く
持
続
的
な
食
料
供
給
網

食
料
シ
ス
テ
ム
法
成
立
の
背
景

　

わ
が
国
の
食
品
産
業
の
国
内
生
産
額
は
１
０
１・５
兆

円
に
上
り
、全
経
済
活
動
の
国
内
生
産
額
の
約
８
％
を

占
め
て
い
ま
す
。国
内
農
林
水
産
物
の
仕
向
け
先
の
約

３
分
の
２
が
食
品
製
造
業
・
外
食
産
業
で
あ
り
、食
品

製
造
業
に
お
け
る
原
材
料（
農
林
水
産
物
・
加
工
食
品
）

の
う
ち
約
３
分
の
２
は
、国
産
農
林
水
産
物
で
す
。食
品

産
業
が
、食
料
の
供
給
に
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、食
料

の
安
全
保
障
に
は
農
林
漁
業
お
よ
び
食
品
産
業
の
発
展

を
通
じ
た
食
料
の
供
給
能
力
の
維
持
が
必
要
で
す
。

　

近
年
、国
際
情
勢
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、日
本
の
農
林

漁
業
・
食
品
産
業
は
、大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

肥
料
や
燃
油
な
ど
の
生
産
資
材
価
格
の
高
騰
に
加
え
、

国
内
の
物
流
費
や
人
件
費
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ス
ト
が

上
昇
し
、食
料
供
給
に
要
す
る
費
用
が
増
加
し
て
い
ま

す
。一
方
で
、長
期
に
わ
た
る
デ
フ
レ
経
済
や
実
質
賃
金

の
低
下
で
、消
費
者
の
低
価
格
志
向
は
強
く
、コ
ス
ト
増

を
取
引
価
格
に
十
分
に
反
映
す
る
こ
と
が
難
し
い
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、２
０
２
４
年
に
改
正
さ
れ
た「
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
法
」で
は
、食
料
安
全
保
障
の
確
保
に

向
け
、食
料
の
需
給
や
品
質
評
価
を
反
映
し
つ
つ
持
続

的
な
供
給
を
維
持
す
る
よ
う
、食
料
シ
ス
テ
ム（
注
１
）の

関
係
者
に
よ
り
持
続
的
な
供
給
に
必
要
な
費
用
が
考
慮

さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ

ま
し
た
。こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
25
年
６
月
に
成
立

し
た
の
が「
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た

め
の
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
及
び
食

品
等
の
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律（
食
料
シ
ス
テ

ム
法
）」（
以
下
、本
法
）で
す
。本
法
に
基
づ
き
、25
年
10
月

に「
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
」、26
年

４
月
に「
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
」の
制
度
運
用
が
開

始
し
ま
し
た
。

　

食
料
の
安
定
的
な
生
産
・
供
給
に
は
、生
産
性
の
向

上
や
物
流
の
効
率
化
な
ど
不
断
の
努
力
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、事
業
者
の
努
力
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い

コ
ス
ト
上
昇
も
あ
り
ま
す
。こ
れ
を
考
慮
し
た
価
格
が

形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、持
続
可
能
な
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
の
構
築
は
困
難
で
す
。

　

ま
た
、消
費
者
に
納
得
感
を
持
っ
て
食
品
を
購
入
し

て
も
ら
う
に
は
、コ
ス
ト
の
価
格
転
嫁
だ
け
で
な
く
、原

料
の
国
産
化
や
環
境
へ
の
配
慮
な
ど
消
費
者
に
選
ば
れ

る
た
め
の
付
加
価
値
の
向
上
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
べ
く
、本
法
は「
食
品
等
の

取
引
の
適
正
化
」と「
食
品
等
事
業
者
に
よ
る
事
業
活
動

の
促
進（
計
画
認
定
制
度
）」の
二
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。消
費
者
の
理
解
を
得
な
が
ら
、食
料
の
持
続
的
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生
産
か
ら
消
費
ま
で
持
続
可
能
な
食
料
供
給
体
制
の
確
立
を
目
指
す
食
料
シ
ス
テ
ム
法
。２
０
２
５
年
６
月

に
公
布
さ
れ
、10
月
に
計
画
認
定
制
度
、26
年
４
月
に
合
理
的
な
価
格
形
成
に
向
け
た
政
策
が
導
入
さ
れ
た
。

新
制
度
の
実
現
に
は
農
林
漁
業
と
食
品
産
業
の
連
携
・
協
調
が
欠
か
せ
な
い
。法
律
の
ポ
イ
ン
ト
を
農
林
水

産
省
の
担
当
者
に
聞
い
た
。
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と
と
し
て
い
ま
す
。認
定
を
受
け
た
民
間
団
体（
コ
ス
ト

指
標
作
成
等
団
体
）が
作
成
・
公
表
し
た「
コ
ス
ト
指
標
」

は
、売
り
手
・
買
い
手
間
の
取
引
条
件
の
協
議
の
際
に
、

合
理
的
な
根
拠
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

　

現
在
は
米
穀
、野
菜
、豆
腐
、納
豆
お
よ
び
飲
用
牛
乳

（
成
分
調
整
牛
乳
を
除
く
）の
５
品
目
が
指
定
さ
れ
て
お

り
、こ
の
う
ち
、米
穀
に
つ
い
て
は
、公
益
社
団
法
人
米

穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
が
コ
ス
ト
指
標
作
成
等
団

体
と
し
て
認
定
さ
れ
、２
０
２
６
年
４
月
７
日
に
コ
ス

ト
指
標
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、飲
用
牛
乳（
成
分
調
整
牛
乳
を
除
く
）に
つ

い
て
は
、一
般
社
団
法
人
Ｊ
ミ
ル
ク
を
代
表
と
す
る

「
飲
用
牛
乳
の
コ
ス
ト
指
標
作
成
推
進
会
議
」が
コ
ス

ト
指
標
作
成
等
団
体
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。そ

の
他
の
指
定
品
目
に
つ
い
て
は
、関
係
者
の
間
で
品

目
ご
と
の
実
状
を
踏
ま
え
、コ
ス
ト
指
標
の
作
成
方

法
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す（
26

年
４
月
17
日
現
在
）。「

フ
ー
ド
Ｇ
メ
ン
」の
配
置

　

本
法
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
た
め
、２
０
２
５
年
10

月
、農
林
水
産
省
本
省
・
地
方
農
政
局
な
ど
に
各
２
人
、

合
計
18
人
を
法
の
執
行
を
担
当
す
る「
フ
ー
ド
Ｇ
メ
ン
」

と
し
て
配
置
し「
食
品
等
取
引
実
態
調
査
」を
開
始
し
ま

し
た
。食
品
等
取
引
実
態
調
査
で
は
、食
品
等
の
取
引
条

件
に
関
す
る
協
議
の
状
況
、そ
の
他
の
取
引
の
実
態（
優

良
事
例
や
努
力
義
務
に
関
す
る
指
導
・
助
言
の
た
め
の

事
例
な
ど
）を
把
握
す
る
た
め
、25
年
度
は
、約
２
万
者

の
食
品
等
事
業
者
・
農
林
漁
業
者（
農
産
物
の
生
産
、加

工
、食
品
製
造
、流
通
、販
売
の
各
段
階
の
事
業
者
を
含

資料：農林水産省「食料システム法に関する取引関係者向け資料」

図１ 食料システム法による合理的な価格形成の促進（食品等の取引の適正化措置の全体像）

な
供
給
の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

事
業
者
の
努
力
義
務
と

コ
ス
ト
指
標
の
作
成　

　

一
つ
目
の
柱
で
あ
る「
食
品
等
の

取
引
の
適
正
化
」は
、飲
食
料
品
な
ど

（
注
２
）全
般
を
対
象
に
、取
引
す
る

売
り
手
・
買
い
手
双
方
に
対
し
て
、

次
の
二
つ
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
ま

す（
図
１
）。

①�　

持
続
的
な
供
給
に
要
す
る
費
用

等
の
考
慮
を
求
め
る
事
由
を
示
し

て
、協
議
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場

合
、誠
実
に
協
議
す
る
こ
と

②�　

商
慣
習
の
見
直
し
等
の
持
続
的

な
供
給
に
資
す
る
取
り
組
み
の
提

案
が
あ
っ
た
場
合
、検
討
・
協
力

す
る
こ
と

　

農
林
水
産
大
臣
は
、努
力
義
務
が

果
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の「
判

断
基
準
」（
注
３
）を
定
め
て
、事
業
者

の
取
り
組
み
が
不
十
分
な
場
合
な
ど

に
は
、必
要
に
応
じ
て
指
導
・
助
言
、

勧
告
・
公
表
な
ど
の
措
置
を
取
る
と

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、飲
食
料
品
な
ど
の
う
ち
、取

引
の
通
常
費
用
を
認
識
し
に
く
い
品

目
に
つ
い
て
は
、農
林
水
産
大
臣
が

品
目
の
指
定
を
行
う
と
と
も
に
、そ

の
品
目
の「
コ
ス
ト
指
標
」を
作
成
・

公
表
す
る
民
間
団
体
を
認
定
す
る
こ

特集　農食連携は何を変えるか
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む
）に
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
依
頼
し
、３
８
４
４
者
か

ら
回
答
を
得
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
加
え
、フ
ー
ド
Ｇ
メ
ン
が
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
を
１
７
４
件
実
施
し
ま
し
た
。こ
の
調
査

で
は
、食
品
等
事
業
者
・
農
林
漁
業
者
の
取
引
で
の
困

り
事
に
耳
を
傾
け
、課
題
を
集
め
る
こ
と
に
重
点
を
置

き
ま
し
た
。そ
の
結
果
、価
格
交
渉
の
状
況
や
取
引
上
の

商
慣
習
に
お
け
る
課
題
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
得

ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
情
報
受
付

窓
口
」を
設
け
、食
品
等
事
業
者
・
農
林
漁
業
者
か
ら
、

食
品
等
の
取
引
条
件
や
商
慣
習
に
関
す
る
声
を
届
け
て

い
た
だ
く
体
制
も
整
備
し
ま
し
た
。

　

フ
ー
ド
Ｇ
メ
ン
は
18
人
の
体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
が
、26
年
度
に
は
42
人
ま
で
増
員
す
る
な
ど
、順
次
体

制
を
拡
充
し
、食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
を
図
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
計
画
認
定
制
度
」に
よ
る
食
品
産
業
支
援 

　

本
法
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る「
食
品
等
事
業
者
に
よ

る
事
業
活
動
の
促
進
」に
つ
い
て
は
、食
品
等
事
業
者（
食

品
製
造
業
者
、食
品
卸
売
業
者
、食
品
小
売
業
者
、外
食

事
業
者
な
ど
）の
持
続
可
能
な
食
料
供
給
に
寄
与
す
る

取
り
組
み
を
認
定
し
支
援
す
る「
計
画
認
定
制
度
」を
設

け
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、次
の
四
つ
の
事
業
活
動
に
関
す
る
事

業
者
の
計
画
を
農
林
水
産
省
が
認
定
し
て
い
ま
す
。

①�　

安
定
取
引
関
係
確
立
事
業
活
動
：
農
林
漁
業
者
と

の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
を
図
る
も
の

②�　

流
通
合
理
化
事
業
活
動
：
食
品
等
の
流
通
の
合
理

化
に
よ
る
措
置
に
よ
り
、流
通
経
費
削
減
、付
加
価
値

向
上
、新
規
需
要
開
拓
を
図
る
も
の

③�　

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
：
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
量
の
削
減
、食
品
廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
等
を
図

る
も
の

④�　

消
費
者
選
択
支
援
事
業
活
動
：
食
品
の
持
続
的
な

供
給
に
係
る
消
費
者
の
選
択
や
理
解
醸
成
に
資
す
る

情
報
伝
達
を
図
る
も
の

　

①
～
④
に
関
連
す
る
、研
究
開
発
や
事
業
再
編
な
ど

も
含
め
、事
業
者
が
行
う
持
続
可
能
な
食
料
供
給
に
役

立
つ
幅
広
い
取
り
組
み
が
認
定
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

計
画
の
認
定
を
受
け
た
食
品
等
事
業
者
は
、日
本
政

策
金
融
公
庫
に
よ
る
融
資「
食
品
等
持
続
的
供
給
促
進

資
金
」や
、農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
に
よ

る
設
備
の
供
用
、食
品
等
持
続
的
供
給
推
進
機
構（
食
料

シ
ス
テ
ム
機
構
）に
よ
る
債
務
保
証
な
ど
の
支
援
を
受

け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
「
食
品
等
持
続
的
供
給
促
進
資
金
」は
Ｖ
資
金
・　

資

金
と
も
よ
ば
れ
、本
法
に
合
わ
せ
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た

資
金
で
す
。国
産
の
農
林
水
産
物
の
取
扱
量
の
増
加
な

ど
を
要
件
に
、設
備
投
資
の
ほ
か
、農
林
漁
業
者
や
食
品

等
事
業
者
へ
の
出
資（
Ｍ
＆
Ａ
や
事
業
者
間
の
連
携
強

化
）、設
備
投
資
と
一
体
的
に
必
要
と
さ
れ
る
長
期
運
転

資
金
に
も
利
用
で
き
、こ
れ
ま
で
の
資
金
よ
り
も
使
途
が

拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。計
画
認
定
を
受
け
た
食
品
等
事

業
者
の
多
く
が
本
資
金
を
活
用
し
て
い
ま
す（
図
２
）。

　

税
制
で
は
、必
要
な
要
件
を
満
た
せ
ば
、中
小
企
業
経

営
強
化
税
制
、カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
投
資
促
進
税

制
な
ど
の
特
例
措
置
の
活
用
が
可
能
で
す
。

　

ま
た
、25
年
度
補
正
予
算
や
26
年
度
予
算
の
複
数
の

補
助
事
業
で
、計
画
認
定
制
度
の
認
定
を
応
募
要
件
と

す
る
事
業
や
、優
先
採
択
・
審
査
時
の
ポ
イ
ン
ト
加
算

V′

な
ど
の
優
遇
措
置
を
設
け
て
い
ま
す
。今
後
も
予
算
事

業
で
の
優
遇
措
置
の
拡
充
を
図
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

　

さ
ら
に
、食
品
等
事
業
者
が
計
画
認
定
制
度
の
認
定

を
受
け
た
事
業
活
動
計
画
の
Ｐ
Ｒ
活
動
に
活
用
で
き
る

認
定
マ
ー
ク
も
作
製
し
ま
し
た
。こ
う
し
た
計
画
認
定

制
度
に
基
づ
く
認
定
件
数
は
、26
年
４
月
末
時
点
で
累

計
58
計
画
に
達
し
て
い
ま
す
。

　

内
訳
は「
安
定
取
引
関
係
確
立
事
業
活
動
」が
23
計
画

で
、生
産
者
と
の
取
引
量
拡
大
と
そ
れ
に
合
わ
せ
た
加

工
工
場
の
増
設
や
店
舗
の
拡
大
と
い
っ
た
取
り
組
み
が

増
え
て
い
ま
す
。「
流
通
合
理
化
事
業
活
動
」が
23
計
画

で
、受
発
注
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
な
ど

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、「
環
境
負
荷
低
減
事
業

活
動
」が
７
計
画
、「
消
費
者
選
択
支
援
事
業
活
動
」が
５

計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
こ
う
し
た
事
業
活
動
計
画
の
認
定
を
受
け
、さ

ま
ざ
ま
な
事
業
活
動
に
取
り
組
み
た
い
事
業
者
は
、相

談
・
申
請
窓
口
と
な
る
地
方
農
政
局
な
ど
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

地
域
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
で
食
ビ
ジ
ネ
ス
創
出 

　

持
続
可
能
な
食
料
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
は
全
国
レ
ベ

ル
だ
け
で
は
な
く
、地
域
で
の
連
携
も
重
要
で
す
。そ
こ

で
、都
道
府
県
に
農
林
漁
業
者
や
食
品
企
業
が
参
加
す

る
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
に
お
け
る
、地
域
の
農
林
漁
業
者

と
食
品
企
業
間
の
協
調
や
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
創
出
な

ど
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
た
め
、連
携
支
援
体
制
を

認
定
す
る
制
度（
連
携
支
援
計
画
の
認
定
制
度
）も
創
設

し
、地
域
の
食
料
シ
ス
テ
ム
の
課
題
解
決
を
後
押
し
し

ま
す
。

　

こ
う
し
た
地
域
の
連
携
支
援
体
制
の
構
築
を
促
進
す

食料システム法で築く持続的な食料供給網
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る
た
め
、全
国
レ
ベ
ル
の

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム「
地

域
食
料
シ
ス
テ
ム
構
築
・

連
携
推
進
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
」を
設
置
し
ま

し
た
。
同
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
に
は
地
方
自
治

体
や
関
連
団
体
・
機
関
、

事
業
者
な
ど
が
参
加
し
、

地
域
の
食
ビ
ジ
ネ
ス
創
出

を
支
援
し
ま
す
。

２
０
２
６
年
３
月
末
現
在

で
、２
０
８
社
・
団
体
が

参
加
し
て
お
り
、専
門
家

派
遣
や
、セ
ミ
ナ
ー
・
交

流
会
、ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ

ン
グ
な
ど
で
コ
ン
ソ
ー
シ

ア
ム
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

き
ま
す
。

農
と
食
の
連
携
強
化

　

農
林
漁
業
は
担
い
手
不

足
や
資
材
価
格
の
高
騰
、

気
候
変
動
に
よ
る
収
量
減

少
な
ど
で
、供
給
の
不
安

定
化
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

一
方
、食
品
産
業
は
原
材

料
の
安
定
確
保
や
流
通
コ

ス
ト
の
上
昇
に
加
え
、

Ｃ
Ｏ
２
や
食
品
ロ
ス
の
削

減
な
ど
環
境
へ
の
対
応
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。本
法
は
こ
う
し
た
課
題
を
解
決

し
、持
続
可
能
な
食
料
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
農
林
漁
業
者
と
食
品
企
業
の
連
携
強

化
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。食
品
等
の
取
引
の
適
正
化
を
推

進
す
る
こ
と
で
、農
林
漁
業
者
は
再
生
産
価
格
を
確
保

で
き
、食
品
企
業
は
適
正
な
利
益
を
土
台
に
省
人
・
省
力

化
、付
加
価
値
の
高
い
商
品
開
発
、食
品
ロ
ス
の
削
減
な

ど
新
し
い
取
り
組
み
へ
の
投
資
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

特
に
計
画
認
定
制
度
で
は
、農
林
漁
業
者
と
食
品
企

業
の
ほ
か
地
方
自
治
体
や
金
融
機
関
と
の
協
力
、消
費

者
の
理
解
が
重
要
で
す
。計
画
認
定
制
度
を
通
じ
て
、農

林
漁
業
者
と
の
取
引
量
の
拡
大
や
出
資
に
よ
る
支
援
な

ど
連
携
強
化
へ
の
取
り
組
み
が
広
が
れ
ば
、農
林
漁
業

者
と
食
品
企
業
が
共
に
発
展
し
、消
費
者
に
選
ば
れ
る

国
産
原
材
料
を
用
い
た
高
付
加
価
値
の
商
品
製
造
、サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
効
率
化
と
い
っ
た
、食
品
等
の
持

続
可
能
な
供
給
が
実
現
す
る
と
考
え
て
い
ま
す
。�

（
注
１
）�食
料
の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
各
段
階
の
関
係
者
が
有
機
的

に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、全
体
と
し
て
機
能
を
発
揮
す
る
一

連
の
活
動
の
総
体
。

（
注
２
）�食
品
等
の
う
ち
、飲
食
料
品
及
び
そ
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て

使
用
さ
れ
る
も
の（
農
林
水
産
物
又
は
農
林
水
産
物
を
原
料
若

し
く
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、若
し
く
は
加
工
し
た
も
の
に
限

る
。）。

（
注
３
）�「
食
品
等
の
持
続
的
な
供
給
を
実
現
す
る
た
め
の
食
品
等
事
業

者
に
よ
る
事
業
活
動
の
推
進
及
び
食
品
等
の
取
引
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

安定取引関係確立
事業活動計画等の
認定状況について

食品等の適正取引に
関する情報受付窓口

資料：農林水産省「食品産業の発展に向けた計画認定制度（食料システム法計画認定制度）」を基に編集部で一部修正

図２ 認定を受けた場合の支援・特例措置（概要）

特集　農食連携は何を変えるか
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